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法務省大臣官房人事課長

（公印省略）

刑務所，少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について（依命通達）

各刑務所，各少年刑務所及び各拘置所別並びにそれらの各支所別の職員の配置定

員については，別表のとおりとされましたので，その適正な運用に留意願います。

なお，平成29年4月1日付け法務省入定第25号当職依命通達「刑務所，少年

刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」は，廃止します。



月I

管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 歴 定 員 （人）

指定職 行政職（－） 行政職（二） 公安職（一） 医療職 合 計

札幌矯正管区

札幌刑務所

札幌刑務支所

札幌拘置支所

小樽拘置支所

室蘭拘置支所

小 計

旭川刑務所

名寄拘置支所

小 計

帯広刑務所

釧路刑務支所

小 計

網走刑務所

月 形刑務所

岩見沢拘置支所

小 計

函館少年刑務所

管 内 計

5

5

2

1

8

1

1

1

2

311

124

66

10

10

521

134

10

144

126

90

216

279

259

10

269

182

1,611

23

3

1

27

3

3

3

1

4

3

1

1

3

41

339

127

67

10

10

553

137

10

147

130

91

221

285

260

10

270

186

1,662

仙台矯正管区

青森刑務所

弘前拘置支所

八 戸 拘置支所

小 計

宮城刑務所

仙台拘置支所

石巻拘置支所

古川拘置支所

小 計

秋田刑務所

横手拘置支所

大館拘置支所

小 計

山形刑務所

米沢拘置支所

鶴岡拘置支所

酒田拘置支所

小 計

福島刑務所

福島刑務支所

会津若松拘置支所

郡山拘置支所

いわき拘置支所

白河拘置支所

小 計

盛岡少年刑務所

一関拘置支所

小 計

管 内 計

5

5

1

1

3

1

4

10

159

11

12

182

271

50

10

11

342

153

10

10

173

253

10

10

1O

283

237

136

10

13

14

10

420

118

10

128

1,528

3

3

29

1

30

3

3

3

3

3

2

5

3

3

47

162

ll

12

185

305

51

10

11

377

157

10

10

177

256

10

10

10

286

243

138

10

13

15

10

429

121

10

131

1,585



管轄嬬正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職 行政職（一） 行政職（二） 公安職（一） 医療職 合 計

東京矯正管区

水 戸 刑務所

水 戸 拘置支所

土浦拘置支所

下妻拘置支所

小 計

栃木刑務所

黒羽刑務所

宇都宮拘置支所

大田原拘置支所

小 計

喜連川社会復帰促進センター

前橋刑務所

足利拘置支所

高崎拘置支所

太田拘置支所

小 計

千葉刑務所

木更津拘置支所

八日市場拘置支所

小 計

市原刑務所

東日本成人矯正医療センター

府中刑務所

横浜刑務所

横須賀刑務支所

横浜拘置支所

小田原拘置支所

相模原拘置支所

小 計

新潟刑務所

長岡拘置支所

上越拘置支所

佐渡拘置支所

小 計

甲府刑務所

長野刑務所

長野拘置支所

上田拘置支所

小 計

静岡刑務所

浜松拘置支所

沼津拘置支所

小 計

川越少年刑務所

さいたま拘置支所

谷拘置支所

小 計

1

1

2

3

3

2

5

2

1

1

1

1

1

141

38

25

･ 15

219

222

305

45

12

362

238

197

12

13

12

234

254

13

15

282

98

262

584

280

68

124

26

21

519

190

11

11

10

222

153

194

10

11

215

204

35

34

273

282

77

14

373

2

2

5

5

1

6

3

3

9

9

2

132

32

10

1

1

12

3

3

3

2

2

6

6

6

1

7

144

38

25

15

222

227

310

46

12

368

238

200

12

13

12

237

263

13

15

291

103

394

619

293

71

125

26

21

536

194

11

11

10

226

158

196

10

11

217

211

35

34

280

288

78

14

380



管轄矯正
管 区 名

刑務所 ， 少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 圃 定 員 （人）

指定職 行政職（－） 行政職（二） 公安職（－） 医療職 合 計

東京矯正管区

松本少年刑務所

飯田拘置支所

上諏訪拘置支所

小 計

東京拘置所

松 戸 拘置支所

小 計

立川拘置所

管 内 計

1

1

1

1

1

82

82

97

2

2

4

126

10

10

146

645

32

677

222

5,301

3

3

26

26

5

258

130

10

10

150

756

32

788

227

5,661

名 古屋
矯正管区

富山刑務所

高岡拘置支所

小 計

金沢刑務所

七尾拘置支所

小 計

福井刑務所

岐阜刑務所

岐阜拘置支所
一一

局 山拘置支所

御嵩拘置支所

小 計

笠松刑務所

岡崎医療刑務所

名古屋刑務所

豊橋刑務支所

岡崎拘置支所

小 計

三重刑務所

四日市拘置支所

伊勢拘置支所

小 計

名古屋拘置所

一宮拘置支所

半田拘置支所

小 計

管 内 計

1

1

1

3

1

4

1

2

1

3

1

1

11

1

1

1

128

10

138

165

10

175

110

207

35

10

11

263

160

84

410

101

30

541

162

14

10

186

205

14

11

230

1,887

3

3

5

5

3

4

4

4

21

40

2

42

3

3

6

6

91

132

10

142

170

10

180

114

215

36

10

11

272

165

' 105

452

104

30

586

166

14

10

190

211

14

11

236

1,990

大阪矯正管区

滋賀刑務所

彦根拘置支所

小 計

京都刑務所

舞鶴拘置支所

小 計

大阪刑務所

堺拘置支所

岸和田拘置支所

丸の内拘置支所

田辺拘置支所

新宮拘置支所

小 計

2

2

2

2

1

1

1

1

166

11

177

295

12

307

508

35

17

39

10

10

619

4

4

5

5

15

15

170

12

182

302

12

314

526

35

17

39

10

10

637



〆、

管轄矯正
管 区 名

刑務所 、 少年刑務所
及び拘腫所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職行政職（－） 行政職（二） 公安職（－） 医療職 合 計

大阪矯正管区

大阪医療刑務所

神 戸 刑務所

洲本拘置支所

豊岡拘置支所

小 計

加古川刑務所

播磨社会復帰促進センター

和歌山刑務所

姫路少年刑務所

姫路拘置支所

小 計

京’都拘置所

奈良拘圃支所

葛城拘置支所

小 計

大阪拘置所

尼崎拘置支所

小 計

神 戸 拘置所

管 内 計

1

1

1

2

1

1

1

1

1

11

2

2

4

88

342

10

1O

362

247

141

184

105

48

153

128

17

16

161

489

43

532

120

3,091

82

6

6

5

7

4

2

1

3

4

4

18

18

3

156

171

351

10

10

371

254

148

189

108

49

157

133

17

16

166

507

43

550

123

3,262

広島矯正管区

鳥取刑務所

松江刑務所

米子拘置支所

小 計

島根あさひ社会復帰促進センター

岡山刑務所

津山拘置支所

小 計

広島刑務所

尾道刑務支所

呉拘置支所

福山拘置支所

三次拘置支所

小 計

山 口刑務所

下関拘置支所

宇部拘置支所

萩拘腫支所

周南拘置支所

小 計

岩国刑務所

美祢社会復帰促進センター

広島拘置所

管 内 計

1

2

2

2

2

2

2

1

8

1

1

1

147

171

13

184

188

215

11

226

281

76

17

18

10

402

143

24

10

10

18

205

143

163

105

1,763

3

3

3

4

4

21

2

23

3

3

4

3

43

151

176

13

189

188

221

11

232

304

78

17

18

10

427

147

24

10

10

18

209

147

163

109

1,815



管轄矯正
管 区 名

刑務所 、 少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職 行政職（－） 行政職（二） 公安職（－） 医療職 合 計

高松矯正管区

徳島刑務所

高 松刑務所

丸亀拘置支所

小 計

松山刑務所

西条刑務支所

今治拘置支所

宇和島拘置支所

大洲拘置支所

小 計

高知刑務所

中村拘置支所

小 計

管 内 計

‐ 2

2

1

1

3

215

229

12

241

191

45

10

11

10

267

139

10

149

872

4

14

14

5

2

- 7

3

3

28

219

245

12

257

197

47

10

11

10

275

142

10

152

903

福岡矯正管区

北九州医療刑務所

福岡刑務所

大牟田拘置支所

久留米拘置支所

飯塚拘置支所

厳原拘置支所

小 計

麓 刑 務 所

佐世保刑務所

長崎刑務所

長崎拘置支所

島原拘置支所

五島拘置支所

小 計

熊本刑務所

京 町拘置支所

八代拘置支所

天草拘置支所

小 計

大分刑務所

中津拘置支所

小 計

宮崎刑務所

都城拘置支所

延岡拘置支所

小 計

鹿児島刑務所

鹿児島拘置支所

大島拘置支所

小 計

1

2

2

2

2

1

1

131

362

12

24

22

10

430

137

143

173

28

10

10

221

188

48

11

10

257

257

10

267

139

1l

11

161

168

35

11

214

34

28

28

4

2

4

4

4

1

5

5

5

3

3

6

6

166

390

12

24

22

10

458

141

145

177

28

10

10

225

194

49

11

10

264

264

10

274

142

11

11

164

174

36

11

221



管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職行政職（一） 行政職（二） 公安職（一） 医療職 合 計

福岡矯正管区

沖縄刑務所

八重山刑務支所

那覇拘置支所

宮古拘置支所

小 計

佐賀少年刑務所

福岡拘置所

小倉拘置支所

小 計

管 内 計

1

1

7

131

11

77

11

230

157

211

101

312

2,660

7

2

9

4

5

1

6

110

138

11

79

11

239

161

216

103

319

2,777

合 計 1 155 12 18,713 774 19,655


